
・ ・

年 月 年 月 日

　　 金 円 金 円

業務の概要

整備内容

1 破砕ﾎﾟﾝﾌﾟ A/B　2 ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ/ｽｸﾘｰﾝ洗浄ﾌｧﾝ　3 ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ　A

4 曝気ﾌﾞﾛﾜ　5 脱水機洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ A/B　6 ｱﾙｶﾘ・酸化剤洗浄塔　

7 活性炭吸着塔　8 自動扉　9 ﾎﾟﾝﾌﾟ付受水槽　10 脱水し渣移送装置

11 高中濃度臭気ﾌｧﾝ　12 低濃度臭気ﾌｧﾝ

　入札額に、消費税及び地方消費税額は含みません。

※入札書、委任状は別添の様式を使用してください。

　低入札調査基準価格については、入札告示「８　低価格入札による履行確認

調査」を参照してください。

必要とする
資格等

（税抜）

参
　
加
　
条
　
件

営業種目
260水道施設　280清掃施設　435汚水処理施設等保守管理の委託
※いずれかの種目に登録がある者

参加の地域要件 第 ４ 区分 地域要件は入札公告で確認してください。

手持契約
件数制限

その他の要件

低入札調査
基準価格

　予定価格の50％

9 3 12

予定価格 29,843,000 （税込） 27,130,000

履行期間 令和 8 7 21 日～令和

履行場所 海老名市 本郷１番地の１

入　札　案　件　概　要　書

【 コンサル 一般委託 物品 】

件　　名 水処理施設定期整備補修
契約番号
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なお、この参加申込書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ありません。

経 審

そ の 他 0

点以上

組合の確認　(記入不要)

地 域 第4区分

営業種目
260水道施設　280清掃施設
435汚水処理施設等保守管理の委託
※いずれかの種目に登録がある者

□ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

件　　名 水処理施設定期整備補修

(
　高座清掃施設組合　総務課　契約担当

※通信欄（二日以内に返信します。）

□ 申込書を受け付けました。「条件付一般競争入札参加資格確認通知書」は、審査後電子
メール又はＦＡＸで送付します。

□ 書類が不足しています。入札公告等を確認して再申請してください。

)　　e-mail：keiyaku@kouzaseisou-kanagawa.jp
　  ＦＡＸ： 046-238-6010　   

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

使 用 印

入札に参加したいので、次のとおり申込します。

契約番号 21

担 当 者 名

電 話 番 号

e-mailアドレス

所 在 地

商号又は名称

代表者職氏名

条件付一般競争入札参加資格確認申込書
令 和 年 月 日

認 定 番 号

高 座 清 掃 施 設 組 合

組 合 長 内 野 優 殿

mailto:keiyaku@kouzaseisou-kanagawa.jp


４ 落札にあたって、契約金額は、落札金額に消費税及び地方消費税額

を加えた金額とします。なお、消費税率は、10％とします。

なお、金額の訂正したものは無効とします。

３ 入札の際は、入札書を二つ折りにして入札箱に投函してください。

封筒は必要ありません。

（注）１ 金額は、消費税及び地方消費税額を除いた額を記入してください。

２ 金額は、１つの枠に１字ずつアラビア数字で記入してください。

千 百

組合長 内 野 優 殿

契約番号

百 十 億 千 十百 十 万
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入　　　札　　　書

令 和 8 年 7 月 13 日

高座清掃施設組合

円

高座清掃施設組合契約規則を堅く守り、次の金額
で入札します。

住 所

商号又は名称

代表者職氏名 印

代 理 人 氏 名 印

件　　　　名 水処理施設定期整備補修

金　額(税抜)

千



　今般私は、次の者を代理人と定め、上記の件に関する入札の
一切の権限を委任します。

代理人氏名 被委任者印鑑

件　 名 水処理施設定期整備補修

契約番号 21

委　　　任　　　状

令 和 8 年 7 月 13 日

委任者 住 所

商号又は名称

代表者職氏名 印

高座清掃施設組合

組合長 内 野 優 殿



入札公告を確認してください。

高座清掃施設組合　総務課　契約担当

e-mail：keiyaku@kouzaseisou-kanagawa.jp　

ＦＡＸ：046-238-6010

ホームペ－ジに順次掲載します。

契 約 件 名 水処理施設定期整備補修

質　　　疑　　　内　　　容

代表者職氏名 担 当 者 名

契 約 番 号 21

商号又は名称 ＦＡＸ番号

○ 回 答 :

認 定 番 号 電 話 番 号

所 在 地 e-mailアドレス

○ 送 信 先 :

質　　　問　　　書

設計図書に関して、質疑がある場合は質疑内容を記載し、電子メール又はFAXで送信
してください。

○ 送 信 日 時 :

高座清掃施設組合 契約担当 殿

mailto:keiyaku@kouzaseisou-kanagawa.jp
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水処理施設定期整備補修 

一般仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月 

高座清掃施設組合 
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第一章 総  則 

本仕様書(特記仕様書を含む。以下同様)は、高座クリーンセンター水処理施設(以下「水 

処理施設という。)における「水処理施設定期整備補修」に係る請負契約書の内容 

について、統一的な解釈を図るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行の 

確保を図るためのものである。 

 

１ 整備補修目的 

本整備補修は、クリーンセンター水処理施設において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

に規定する水処理施設の維持管理の技術上の基準に則った維持管理を行うために、設備の機 

能点検及び簡易的な補修を施工することを目的とする。 

 

２ 契約件名 

水処理施設定期整備補修 

 

３ 履行場所 

海老名市本郷1番地の1 

 

４ 履行期間 

令和８年７月21日から令和９年３月12日まで 

 

５ 対象施設名称及び概要 

(１) 施設名 

    高座クリーンセンター水処理施設 

 (２) 施設概要 

ア 処理能力 

    48kl／日(し尿：10kl＋浄化槽汚泥：38kl) 

イ 処理方式 

固液分離、希釈後下水道放流 

  ウ 排水放流先 

海老名市公共下水道→相模川左岸流域下水道 

(３) 運転条件 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第２項に規定する、一般廃棄物 

処理施設の維持管理の技術上の基準に基づき行うものである。 
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６ 公害防止基準 

(１) 排水基準値 

放流水は下水道法に定める排除基準及びクリーンセンター水処理施設が定めた自主基準 

として示す値。 

項      目 単 位 排水基準 

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.03以下 

シアン化合物 mg/L 1以下 

有機りん化合物 mg/L 0.2以下 

鉛及びその化合物 mg/L 0.1以下 

六価クロム化合物 mg/L 0.2以下 

ひ素及びその化合物 mg/L 0.1以下 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/L 0.005以下 

アルキル水銀化合物 mg/L 検出されないこと 

PCB mg/L 0.003以下 

トリクロロエチレン mg/L 0.1以下 

テトラクロロエチレン mg/L 0.1以下 

ジクロロメタン mg/L 0.2以下 

四塩化炭素 mg/L 0.02以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.04以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L 1以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.4以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 3以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.06以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.02以下 

チウラム mg/L 0.06以下 

シマジン mg/L 0.03以下 

チオベンカルブ mg/L 0.2以下 

ベンゼン mg/L 0.1以下 

セレン及びその化合物 mg/L 0.1以下 

ほう素及びその化合物 mg/L 230以下 

ふっ素及びその化合物 mg/L 15以下 

1,4-ジオキサン mg/L 0.5以下 

フェノール類 mg/L 0.5以下 

銅及びその化合物 mg/L 1以下 

亜鉛及びその化合物 mg/L 1以下 

鉄及びその化合物(溶解性) mg/L 3以下 

マンガン及びその化合物(溶解性) mg/L 1以下 
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クロム及びその化合物 mg/L 2以下 

ダイオキシン類 
pg-

TEQ/L 
10以下 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量   

鉱油類含有量 mg/L 5以下 

動植物油脂類含有量 mg/L 30以下 

よう素消費量 mg/L 220未満 

ニッケル及びその化合物 mg/L 1以下 

温度 ℃ 45未満 

硝酸性窒素 mg/L 
380未満 

(３項目の合計) 
亜硝酸性窒素 mg/L 

アンモニア性窒素 mg/L 

水素イオン濃度(pH) － 5を超え9未満 

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 600未満 

化学的酸素要求量(COD) mg/L － 

浮遊物質量(SS) mg/L 600未満 

 

(２) 騒音基準値 

水処理施設に近接する敷地境界線上にて次の基準値以下。 

朝 （6:00～8:00） 50db以下 

昼間 （8:00～18:00） 55db以下 

夕 （18:00～23:00） 50db以下 

夜間 （23:00～6:00） 45db以下 

  

(３) 振動基準値 

水処理施設に近接する敷地境界線上にて次の基準値以下。 

昼間 （8:00～19:00） 65db以下 

夜間 （19:00～8:00） 55db以下 

 

(４) 悪臭基準値 

敷地境界線上において臭気指数15以下。 

 

 

第二章 共通仕様 

１ 適用範囲 

本仕様書は、高座清掃施設組合(以下「発注者」という。)の基本的内容について定めるもの 
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であり、本仕様書に明記されていない事項であっても、本整備補修の目的達成のために必要な施

設又は整備補修の性質上、必要と 

思われるものについては、記載の有無にかかわらず、整備補修受注者(以下「受注者」とい 

う。)の責任において履行すること。 

 

２ 疑義 

受注者は、設計図書(契約書、図面、仕様書、設計書及びその他関係書類)又は整備補修施工 

中に疑義が生じた場合、その都度、書面にて発注者と協議を行ない、その指示に従うととも 

に、その記録を提出すること。 

 

３ 業務内容の変更 

提出済みの設計図書については、原則として変更は認めないものとする。ただし、発注者の 

指示等により変更する場合はこの限りではない。 

(１) 実施設計期間中、設計図書の中に本仕様書に適合しない箇所が発見された場合及び組合 

施設の機能を全うすることができない箇所が発見された場合は、設計図書に対する改善変 

更を受注者の負担において行うものとする。 

(２) 実施計画完了後、設計図書と適合しない箇所が発見された場合には、受注者の責任にお 

いて設計図書を変更するものとする。 

(３) その他、本整備補修にあたって変更の必要が生じた場合は、発注者の定める契約条項に 

よるものとする。 

 

４ 機密保持 

受注者は、本整備補修の知り得た事項について、第三者に洩らしてはならない。 

 

５ 性能と規模 

本整備補修に採用する設備、装置及び機器類は、本整備補修の目的達成のために必要な能力 

を有し、かつ、管理的経費の節減を十分考慮したものでなければならない。 

 

６ 整備補修施工条件 

(１) 本仕様書で定める事項を除き、現行規格、法令、ごみ処理施設性能指針及び解説による 

ものとする。 

(２) 整備補修は、設計図書及び発注者が承諾した実施計画図書により、施工すること。 

 

(３) 整備補修にあたっては、事前に承諾申請図書及び施工要領書等を提出し、発注者の承諾 

を得てから整備補修に着手すること。 

 

７ 環境対策 

  受注者は、関係法令及び仕様書の規定を順守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の題 
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については、施工計画及び整備補修実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全 

に努めなければならない。 

(１) 受注者は、環境への影響が予知又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ、組合監督 

員(以下「監督員」という。)に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならな 

い。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあた 

り、その交渉等の内容は、後日、紛争とならないよう文書で確認するなど明確にしておく 

とともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

(２) 監督員は施工に伴い、地盤沈下及び地下水の断絶等の理由により、第三者への損害が生

じた場合は、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避

け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。この場合にお

いて、受注者は必要な資料を提示しなければならない。 

 

８ 各種書類 

(１) 設計図書 

ア 受注者から要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与する事 

が出来る。 

イ 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により設計図書の照査を行い、疑 

義が生じた場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求め 

なければならない。また、監督員から更に詳細な説明又は書面の追加要求があった場合は 

従わなければならない。 

ウ 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員 

の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。 

(２) 施工計画書 

受注者は、本整備補修着手前に目的物を完成させるために必要な手順や工法及び完了時 

の合格判定基準等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。 

(３) 受注者は、施工計画書を順守し施工に当たらなければならない。 

この場合、受注者は施工計画書に次の事項について記載しなければならない。 

また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 

ただし、受注者は監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

ア 整備補修概要 

イ 修繕工程表(詳細) 

ウ 安全衛生管理組織表 

エ 指定機械 

オ 主要資材(主要資材発注予定表等) 

カ 施工方法(主要機械、仮設計画、用地等を含む) 

キ 施工管理計画 

ク 合格判定基準 

ケ 安全管理体制(安全教育計画書) 
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コ 緊急時の体制及び対応 

サ 交通管理 

シ 環境対策 

ス 現場作業環境の整備 

セ 再生資源の利用の促進と副産物の適正処理法 

ソ その他 

(４) 受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度本整備補修に着 

手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならな 

い。 

(５) 受注者は、施工計画書を提出した際、監督員から指示された事項を詳細に記載した施工 

計画書を、指示された時までに提出しなければならない。 

 

９ 提出書類と期限 

(１) 着手時 

ア 契約保証金免除願(高座清掃施設組合契約規則第４２条第１項第２号) 

ただし、契約金額が３０万円以下の場合は省略できるものとする。また、入札参加資格 

認定業者の場合、契約金額が５００万円未満の場合は省略できるものとする。 

イ 修繕着手届(高座清掃施設組合契約規則第５６条) 

契約締結日から７日以内に当該整備補修に着手し提出すること。ただし、契約金額が３ 

０万円以下の場合は省略できるものとする。 

ウ 修繕工程表(高座清掃施設組合契約規則第５５条) 

契約締結日から7日以内に指定の様式(第２号様式)に基づき提出すること。ただし、契 

約金額が３０万円以下の場合は省略できるものとする。 

エ 請負修繕現場代理人等選任届(高座清掃施設組合契約規則第６３条) 

契約締結日までに指定の様式(第４号様式)に基づき提出すること。ただし、契約金額が 

３０万円以下の場合は省略できるものとする。 

 

オ 契約書 

表裏に割り印を押印し１部に収入印紙を貼付後、契約書と契約約款は袋とじで作成し、 

契約締結日までに提出すること。 

カ 連絡体制表 

契約締結日までに提出すること。 

キ その他必要書類 

(１) 契約金額が、５００万円以上で前払い金を含む場合(高座清掃施設組合契約規則第８５ 

条)公共工事前払金申請書・請求書(前金請求用)・保証書を契約日から２０日以内に提出 

すること。 

(２) 債権者(債務者)登録申請書兼口座振込依頼書 

代金の支払いに使用する口座登録のため、初めて契約を締結する場合や、変更があった 
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場合に提出すること。 

 

(３) 完了時 

ア 修繕完成検査依頼書 

本整備補修終了後直ちに、指定の様式に基づき監督員へ提出すること。ただし、契約金 

額が１０万円未満の場合は省略できるものとする。 

イ 修繕完成届(高座清掃施設組合契約規則第７９条) 

本整備補修終了後直ちに、指定の様式(第５号様式)に基づき、監督員へ提出すること。 

ただし、契約金額が１０万円未満の場合は省略できるものとする。 

ウ 修繕完成引渡書(高座清掃施設組合契約規則第８１条) 

完成検査合格後、指定の様式(第6号様式)に基づき、監督員へ提出すること。ただし、 

契約金額が３０万円以下の場合は省略できるものとする。 

エ 請求書 

本整備補修終了後、監督員へ提出すること。 

オ 成果品(点検整備報告書、各部詳細図、主要部品図、付属品図、検査要領書、施工要 

領、整備補修写真、修繕打合簿、予備品リスト及びその他必要書類)本整備補修終了後、 

監督員へ提出すること。 

 

１０ 記録写真 

(１) 記録写真の撮影は、設計書に記載された材料、点検項目及び補修項目に係る全てを撮影 

すること。 

(２) 記録写真は、原則として整備補修の内容がわかるよう、整備補修内容を記入した黒板 

等、大きさを判断できるスケール等を写し込むこととする。ただし、施工中の写真につい 

てはこの限りではない。 

ア 黒板等への記入事項は、発注者、整備補修名称、撮影日付、受注者、立会者(立会いが 

ある場合）、状況（撮影ないよ、部品名、型式、企画、表示マーク等）及び撮影箇所等を 

識別出来る内容であること。 

イ 整備補修内容を記入した黒板などやスケールを写し込む場合は、フラッシュ、逆光など 

光の反射により、記入事項が読み取れないことがないようにすること。また、対象を分か 

りやすくするため、移動可能なものは取り除き、光(影)の方向にも注意すること。 

ウ 微小部材等を使用する箇所について黒板などを入れ込んだ撮影が困難な場合は、詳細写 

真及び中景写真を撮影し、全体に対しどの部分かを把握できるようにすること。 

(３) 記録写真を撮影するための撮影用具は、以下の仕様を満たしているカメラを使用するこ 

と。 

ア デジタルカメラ(総画素数：１００万画素以上、記録画素数：６４０×４８０以上、 

ファイル形式：JPEG、圧縮率：１/１>圧縮率≧１/１０程度） 

(４) 記録写真は、原則として施工前、施工中及び施工後の写真を同一の箇所から撮影するこ 

と。また、一箇所からの記録写真で説明できないものは、カメラアングルを変える、撮影 
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距離を変える等の工夫を行ない、ストーリー性をもって説明ができるものであること。こ 

の場合も、施工前、施工中及び施工後の写真を撮影すること。 

(５) 記録写真の撮影を行った箇所については、当該整備補修箇所の設置場所平面図又は機械 

図面等に撮影箇所を記入し、記録写真に添付すること。 

(６) 記録写真の提出については、設計書に記載された設備名、点検及び補修項目、写真番 

号、その他必要な事項を記入し、項目毎に施工前、施工中及び施工後の順番で並び替えて 

提出すること。 

(７) 記録写真の撮影方法の詳細については、「工事写真の撮り方(改訂第３版)建築設備編 

  (社団法人 公共建築協会)」による。なお、一部完了検査及び中間検査のある場合には、 

検査前日までに検査対象となる部分の記録写真を監督員に提出すること。 

(８) 提出された写真の使用権は発注者に帰属するものとする。 

 

１１ 監督員・検査員 

(１) 本整備補修における監督員の権限は、組合契約規則第５９条に基づくものとする。 

(２) 本整備補修における検査員の権限は、組合契約規則第６０条に基づくものとする。 

 

１２ 現場代理人 

(１) 現場代理人は、関係法令に従い遺漏なく現場の管理を行わなければならない。 

(２) 現場代理人は、担当技術者、下請負者等が本整備補修の関係者であることを、着衣、記 

章等で明瞭に識別できるような措置をしなければならない。 

(３) 施工現場は常に清掃及び材料、工具その他の整理を行わなければならない。また、火 

災、盗難その他の災害事故の予防対策について万全を期さなければならない。 

(４) 現場代理人は、常に本整備補修の進捗状況について管理し、円滑な進行を図るとともに 

作業の開始及び終了時には、必ず監督員に作業内容、進捗状況を報告しなければならな 

い。 

(５) 現場代理人は、設備の停止、運転開始の日時及び設計図書で施工期限が定められた施工 

箇所の工程は、監督員と事前に十分な協議を行わなければならない。 

 

 

１３ 免許及び資格等 

(１) 施工に携わる技能者は、技能者の技量が設計図書に明示されていない場合は、監督員が 

施工の目的、種類及び性質から必要と判断した施工技量に合致したものとする。 

(２) クレーンの運転、圧力容器の溶接等の免許及び資格を必要とする作業は、その施工前に 

免許資格証明の写しを監督員に提出しなければならない。 

 

１４ 用地の使用 

(１) 設計図書において、受注者が確保するものとされる用地及び施工上、受注者が必要とす 

る用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠又は鉄筋作業場な 
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ど、専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。 

(２) 受注者は施工上、必要な土地等を第三者から借用又は買収した時は、その土地等の所有 

  者との契約を順守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなけれ 

ばならない。 

(３) 受注者は、発注者の用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は監督員の指示に従い、 

復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。また、当該整備補修の完成前に発注 

者が返還を要求した場合も遅延なく、発注者に返還しなければならない。 

(４) 発注者は用地等について、受注者が復旧の義務を履行しないときは、受注者の費用負担 

において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請求代金額 

から控除するものとする。この場合において、受注者は復旧に要した費用に関して、発注 

者に異議を申し立てることができない。 

(５) 受注者は、提供を受けた用地を当該整備補修用仮設物等の用地以外の目的に使用しては 

ならない。 

 

１５ 仮設 

(１) 受注者事業所、材料置場及び施工用機械などの設置場所を組合施設内に設ける場は、監 

督員の指示に従うものとする。 

(２) 受注者は、発注者の所轄する電気、ガス、圧縮空気、油脂及び給排水等の設備について 

使用許可を受けたときは、施工期間中に限り利用できるものとする。ただし、この場合の 

使用方法、期間及び時間等を監督員と協議しなければならない。 

 

１６ 整備補修の着工 

受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、補修始期日以降 

３０日以内に当該整備補修に着工しなければならない。 

 

１７ 整備補修の下請負 

受注者は、下請負に付する場合には、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

また、下請業者一覧表を提出すること。 

(１) 受注者が、整備補修の施工につき総合的に企画、指導及び調整するもの。 

(２) 下請負者が神奈川県の入札参加資格者である場合、指名停止期間中でないこと。 

(３) 下請負者は、当該下請負整備補修の施工能力を有すること。 

 

１８ 施工体制台帳 

(１) 受注者は、当該整備補修を施工するために締結した下請負契約の請負代金額(当該下請 

負契約が２件以上ある場合は、それらの請負代金額の総額)が4,500万円以上になる場 

合、国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、整備補修現場に備えな 

ければならない。なお、下請契約に係る契約書には、請負代金の額が記載されたものに個 

別整備補修下請契約約款又は整備補修下請基本契約書を添付したものでなくてはならな 
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い。 

(２) 受注者は、監督員から請求があった場合は、備え置かれた施工体制台帳の閲覧に供しな 

ければならない。 

(３) 受注者は、当該整備補修を他の下請負業者に請け負わせたときは、国土交通省令で定め 

る事項を記載した再下請負通知書をもって、同項の受注者に対し通知しなければならな 

い。 

(４) 受注者は、他の下請負業者から提出された再下請負通知書を整理し、監督員から請求が 

あった場合は、再下請負通知書の閲覧に供しなければならない。 

(５) 同項(１)の受注者は、公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律の定めに従 

って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、整備補修関係者が見 

やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、監督員に提出しなければならな 

い。 

(６) 同項(１)の受注者は、発注者から、当該整備補修の施工の技術上の管理をつかさどる者 

（監理技術者又は主任技術者）の設置状況その他整備補修現場の施工体制が施工体制台帳 

の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んでは 

ならない。 

(７) 同項(１)の受注者は、施工体制台帳、安全衛生管理組織表及び再下請負通知書に変更が 

生じた場合は、速やかに変更があった年月日を記入して、既に記載されている事項に加え 

て変更後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加えて変更後の書類を添付後、 

監督員に提出しなければならない。 

 

１９ 調査・試験・検査に対する協力 

(１) 受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監 

督員の指示により、これに協力しなければならない。この場合、発注者は具体的な内容等 

を事前に受注者に通知するものとする。 

 (２) 受注者は、当該整備補修が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合に 

は、次に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 

ア 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければなら 

ない。 

イ 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった 

場合には、その実施に協力しなければならない。 

ウ 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い、就業規則を作成するととも 

に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切 

に行わなければならない。 

エ 対象整備補修の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負整備補修の受注 

者(当該下請整備補修の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前各号と同様の義務を 

負う旨を定めなければならない。 

(３) 受注者は、当該整備補修が発注者の実施する諸経費動向調査の対象となった場合には、 
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調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 

 

(４) 受注者は、当該整備補修が発注者の実施する施工合理化調査の対象となった場合には、 

調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 

(５) 受注者は、整備補修現場において独自の調査及び試験等を行う場合、具体的な内容を事 

前に監督員に説明し、承諾を得なければならない。また、受注者は、調査や試験等の成果 

を発表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。 

(６) 受注者は、当該整備補修において法令に基づく検査対象設備等がある場合、検査の受検 

に協力しなければならない。 

 

２０ 分析・試験・点検 

(１) 設計図書で定めのない限り、分析及び試験は受注者の責任で行うものとする。 

  なお、対象供試体の採取、取外し及び施工場所での試験には、監督員の立会いを求めな 

ければならない。 

(２) 設計図書に基づく点検業務の実施に際しては、監督員の立会いを求めなければならな 

い。 

(３) 施工完了後に容易に点検できない箇所については、事前に監督員の立会いを求めなけれ 

ばならない。 

(４) 分析、試験及び点検等を行った場合はその都度速やかに口頭で監督員に報告し、後日、 

報告書を提出すること。 

 

２１ 一時中止 

(１) 発注者は、次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ書面(一時 

中止について)をもって通知した上、必要とする期間、整備補修の全部又は一部の施工に 

ついて一時中止をさせることができる。なお、自然災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、地 

震、地滑り、落盤、火災)又は人為的な事象による整備補修の中断については、「五十五項  

臨機の処置」により、受注者は、適切に対応しなければならない。 

ア 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、整備補修の続行が不 

適切又は不可能となった場合。 

イ 関連する他の整備補修及び工事等の進捗が遅れたため、整備補修の続行を不適当と認め 

た場合。 

ウ 整備補修着手後、環境問題等の発生により、整備補修の続行が不適切又は不可能となっ 

た場合。 

(２) 発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必 

要と認めた場合には、整備補修の中止内容を受注者に通知し、整備補修の全部又は一部の 

施工について、一時中止させることができるものとする。 

(３) 同項１号及び２号の場合において、受注者は整備補修を一時中止する場合は、中止期間 

中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。 
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また、受注者は整備補修の続行に備え、現場を保全しなければならない。 

(４) 同項１号及び２号の場合において、一時中止した整備補修に係る請負代金額に変更が生 

じた場合、組合契約規則第７３条に規定に基づき、発注者と受注者による協議により、金 

額を決定し、協議書(一時中止中の整備補修に伴う請負代金額の変更について)を提出しな 

ければならない。 

(５) 一時中止中の整備補修を再開する場合は、監督員からの通知(一時中止中の整備補修再 

開について)を受け、通知に記載される再開日から整備補修を再開するもの。 

 

２２ 設計図書の変更 

設計図書の変更とは、発注者が示した設計図書を、受注者に行った整備補修の変更指示に 

基づき、発注者が修正することをいう。 

 

２３ 工期変更 

(１) 工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(以下「事前協 

議」という。)ものとする。 

(２) 受注者は、設計図書の変更又は訂正が行われた場合、同項（１）に示す事前協議におい 

て工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根 

拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、協議開始の日までに工期変更の補修打合簿 

を監督員に提出しなければならない。 

(３) 受注者は、当該整備補修の全部もしくは、一部の施工が一時中止となった場合、同項 

（１）に示す事前協議において、工期変更協議の対象であると確認された事項については、 

必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、協議開始の日 

までに工期変更の補修打合簿を監督員に提出するものとする。 

(４) 受注者は、工期の延長を求める場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確 

認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を 

添付の上、協議開始の日までに工期変更の補修打合簿を監督員に提出するものとする。 

(５) 受注者は、工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その 

他必要な資料を添付し、協議開始の日までに工期変更の補修打合簿を監督員に提出しなけ 

ればならない。 

 

２４ 支給材料及び貸与物件 

(１) 受注者は、支給材料及び貸与物件の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高 

を明らかにしておかなければならない。 

(２) 引渡場所は、設計図書又は監督員の指示によるものとする。 

(３) 受注者は、不用となった支給材料又は貸与物件を返還する場合、監督員の指示に従うも 

のとする。なお、受注者は返還が完了するまで、材料の損失に対する責任を免れることは 

できないものとする。 

(４) 受注者は、支給材料及び貸与物件の修繕等を行う場合、事前に監督員の承諾を得なけれ 
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ばならない。 

(５) 受注者は、支給材料及び貸与物件を他の整備補修及び工事等に流用してはならない。 

(６) 支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとす 

る。 

(７)  受注者は、支給材料に過不足が生じた場合、監督員と協議するものとする。 

 

２５ 材料の選定・変更 

(１) 使用する材料は、監督員の確認の検査を受け、これに合格した材料のみを使用しなけれ 

ばならない。 

(２) 使用する材料は、製造及び出荷年月等に十分注意し、可能な限り当該整備補修施工年の 

ものを使用する。 

(３) 設計図書で規格が明示されていない材料で、日本工業規格(ＪＩＳ)に定めのある材料 

は、軽微なものを除き日本工業規格（ＪＩＳ）製品を使用しなければならない。また、監 

督官公庁、電気、ガス供給者その他の規格並びに取締り規程がある場合は、これに合格又 

は承認済みのものを使用しなければならない。 

(４) 設計図書に明示されている材料のうち、受注者の理由によりこれを変更したい場合は、 

機能に支障がなく、かつ、材料の性能が設計仕様を十分に満たす時は、監督員の承諾を得 

て使用することができる。この場合、契約金額の増減は発注者及び受注者の協議により定 

めるものとする。 

(５) 石綿（アスベスト）含有材料を使用してはならない。 

(６) 建材等の原材料に石綿（アスベスト）が含有されていない旨のメーカーが発行する証明 

書を提出すること。 

 

２６ 材料検査 

(１) 設計図書に記載されている材料は検査を行う際は、必要に応じて検査要領書、試験要領 

書に基づき実施するものとする。また、方法などについては、詳細に記入し、施工の段階 

に沿って提出を行ない、予め監督員の承諾を受けなければならない。 

(２) 使用する材料のうち発注者が特に必要と認めたものは、製作工場等において監督員の立 

会のもとで試験を行い、試験結果報告書を提出しなければならない。なお、このときの試 

験に要する費用は受注者の負担とする。 

 

２７ 材料保管 

(１) 受注者は、材料を使用するまでの間、適正に保管しなければならない。 

(２) 監督員の検査に合格後の材料であっても、損傷その他、欠陥を生じ使用に不適当と認め 

られるものは、監督員の指示に従い交換し、検査を受けなければならない。 

(３) 現場での取扱いには十分な注意を払い、不用意に屋外に放置及び足場代わりにしたりし 

てはならない。また、必要に応じてカバー等の保護を行い、発錆、ペンキ及びモルタル付 

着などで材料を損じてはならない。 
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(４) 受注者は、支給材を施工現場まで運搬し、適正に保管しなければならない。 

 

２８ 機械器具等 

(１) 発注者の所有する現場の機械器具等は、設計図書で定めのない限り使用してはならな 

い。ただし、監督員が施工上やむを得ないと認めた場合は、使用を認めることがある。 

(２) 発注者が所有する現場の機械器具等を、発注者の工場敷地外に持ち出す場合は、監督員 

の承諾を受けた上、現場代理人押印の持出書を提出しなければならない。 

 

２９ 現場発生品 

(１) 受注者は、現場発生品について発生材報告書を作成し、設計図書又は監督員の指示する 

場所で提出しなければならない。 

(２) 受注者は、監督員が引き渡しを指示したものについては、発生材報告書及び発生材引渡 

書を作成し、引き渡さなければならない。 

 

３０ プラントの運転 

(１) 施工工程上、プラントの運転、ごみ及び灰等の搬出入に支障を与える場合は、監督員と 

協議の上、必要な措置を講じなければならない。 

(２) プラントの運転は、原則として組合職員が行う。 

 

３１ 建築副産物 

(１) 受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２年５月３１日法律 

第１０４号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成３年４月２６日法律第４８号 

号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和４５年１２月２５日法律第１３７号)、建 

設副産物適正処理推進要綱(平成１４年５月３０日国土交通省事務次官通)、建設廃棄物処 

理指針(平成１３年環境省)を順守して、建設副産物の発生量抑制、適正処理及び再生資源 

の活用を図らなければならない。 

(２) 受注者は、産業廃棄物が搬出される整備補修にあたっては、産業廃棄物管理票(マニュ 

フェスト)により、適正に処理されていることを確認するとともに監督員に提示しなけれ 

ばならない。 

(３) 受注者は、建設リサイクル法に定められた「一定規模以上の」土砂、砕石又は加熱アス 

ファルト混合物を施工現場に搬入する場合には、再生資源利用計画書を所定の様式に基づ 

き作成し、施工計画書に含め、監督員に提出しなければならない。 

(４) 受注者は、建設リサイクル法に定められた「一定規模以上の」建設発生土、コンクリー 

ト塊、アスファルト、コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥及び建設混合廃棄物を施 

工現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施 

工計画書に含め監督員に提出しなければならない。 

(５) 受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、施工 

完了後、速やかに実施状況を記録し、監督員に提出しなければならない。 
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(６) 建築副産物のうち有価物については、受注者の自由処分とする。なお、処分後は、発生 

材報告書を作成し、処分の方法及び引取りを証明する書類を添付の上、監督員に提出す 

る。ただし、金属類等、監督員の指示するものについては、別途指示の場所に運搬しなけ 

ればならない。このとき受注者は、発生材報告書及び発生材引渡書を作成し、監督員立会 

いの上で引渡しを行う。 

 

３２ 関連工事との調整 

受注者は、隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。 

また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に 

協力しなければならない。 

 

３３ 安全確保 

(１) 受注者は、建設機械施工安全技術指針(国土交通省総合政策局建設施工企画課企画専門 

官 平成１７年３月３１日)を参考にして、常に整備補修の安全に留意し、現場管理を行 

い、災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該整備補修の契約条 

項を超えて受注者を拘束するものではない。 

(２) 受注者は、整備補修施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び交通の支障と 

なるような行為、又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 

(３) 受注者は、整備補修に使用する建設機械の選定及び使用等について、設計図書により建 

設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。 

ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用する 

ことができる。 

(４) 受注者は、施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して、支障を及ぼさ 

ないよう、必要な措置を施さなければならない。 

(５) 受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、 

常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。 

(６) 受注者は、施工現場付近における事故防止のため一般者の立入りを禁止する場合、その 

区域に、柵、門扉及び立入禁止の標示板等を設けなければならない。 

(７) 受注者は、施工期間中、安全巡視を行い、施工区域及びその周辺の監視並びに連絡を行 

い、安全を確保しなければならない。 

(８) 受注者は、施工現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所及 

び作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニ 

ケーション並びに現場周辺の美装化に努めるものとする。 

(９) 受注者は、整備補修契約後、直ちに作業員全員の参加により、半日以上の時間を割当 

て、次に挙げるものから実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修及び訓練等を 

実施しなければならない。 

ア 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

イ 当該整備補修内容等の周知徹底 
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ウ 安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

エ 当該整備補修における災害対策訓練 

オ 当該整備補修現場で予想される事故対策 

カ その他、安全・訓練等として必要な事項 

(10) 受注者は、整備補修の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を記した安 

全教育計画書を作成し、施工計画書に記載して、監督員に提出するもの。 

(11) 受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等又は実施状況を撮影 

した写真が添付された報告等を記載した、安全教育報告書を作成し、監督員の請求があっ 

た場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。 

(12) 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署の関係 

者及び関係機関と緊密な連絡を取り、施工中の安全を確保しなければならない。 

(13) 受注者は、施工現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間 

の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める 

等の連絡調整を行うため、関係者による整備補修関係者連絡会議を組織するものとする。 

(14) 監督員が、労働安全衛生法(昭和４７年法律第５７号)第３０条第１項に規定する措置を 

講じる者として、同条第２項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれ 

に従うものとする。 

(15) 受注者は、施工中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令 

に基づく措置を常に講じておくものとする。また、特に重機械の運転、電気設備等につい 

ては、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 

(16) 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるも 

のとし、負傷者に対しては、応急処置を講じるとともに、直ちに監督員及び関係機関に通 

知しなければならない。 

(17) 受注者は、施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置及び深さ 

等を調査し、監督員に報告しなければならない。 

(18) 受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物などを発見した場合は、監督員に報告し、そ 

の処置については占用者全体の立会いを求め、管理者を明確にしなければならない。 

(19) 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとともに関 

係機関へ連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない。 

 

３４ 爆発及び火災の防止 

(１) 受注者は、火気の使用については、以下の規定によらなければならない。 

ア 受注者は、火気を使用する場合は、施工中の火災予防のため、その火気の使用場所及び 

日時、消火設備等を記載した火気使用に係る計画書を監督員に提出しなければならない。 

イ 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での喫煙又は火気の使用を禁止するこ 

と。 

ウ 受注者は、ガソリン、重油、オイル及び塗料などの引火性のある物の周辺に火気の使用 

を禁止する旨の表示を行い、指定場所以外に持ち込まないこと。 
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３５ 工期中の試運転 

当該整備補修に係る試運転(単体機器運転及び総合試運転含む)のために行う機器の運転操 

作は、基本的に組合職員が行うものとする。この場合、受注者は施工箇所及び関連設備の状 

況を把握し、並びに周辺環境への影響及び安全を確認して、施工計画書等で定めた体制と手 

順を踏まえ、監督員を通じて運転員に操作依頼をするもの。 

 

３６ 監督員による段階確認及び立会等 

(１) 受注者は、整備補修着手までに立会いを行う機器及び日程を記載した立会一覧表を監督 

員に提出しなければならない。また、施工中一週間毎に次週の立会い予定一覧表を作成 

し、監督員に提出しなければならない。 

(２) 受注者は、監督員の立会いを求める場合にあたっては、立会い願を監督員に提出し、必 

要な場合は立会要領書を提出しなければならない。 

(３) 監督員は、整備補修が契約図書どおり行なわれているかどうかの確認をするために必要 

に応じ、現場又は製作工場に立入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるものとし、 

受注者はこれに協力しなければならない。 

(４) 受注者は、監督員による段階確認及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供、写 

真及びその他資料の整備をするものとする。なお、監督員が製作工場において、立会並び 

に監督員による段階確認を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務 

室を提供しなければならない。 

(５) 監督員による段階確認及び立会いの時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむ 

を得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。 

(６) 段階確認は、次に掲げる事項に基づいて行うものとする。 

ア 受注者は、その工事監督基準表に示す確認時期において、段階確認を受けなければなら 

ない。 

イ 受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、確認時期等)を段階確認願により 

監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があっ 

た場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。 

ウ 段階確認は受注者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督員が押印した書面 

を、受注者は保管し検査時に提出しなければならない。 

エ 受注者は、監督員に完成時、不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供 

するものとする。 

(７) 監督員は、設計図書に定められた段階確認において、臨場を机上とすることができる。 

この場合において、受注者は、施工管理記録及び写真などの資料を整理し、監督員にこ 

れらを提示し、確認を受けなければならない。 

(８) 段階確認及び立会いについては、監督員が指名する組合職員が代行することが出来るも 

のとする。 
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３７ 出来形確認 

(１) 受注者は、発注者に請求を行った場合は、出来形部分に係る検査を受けなければならな 

い。 

(２) 受注者は、発注者に部分払いの請求を行うときは、同項（１）の検査を受ける前に整備 

補修の既成部分払申請書及び既成部分払検査依頼書を作成し、監督員に提出しなければな 

らない。 

(３) 受注者は、検査結果の修補については、第三十九項の規定に従うものとする。 

(４) 受注者は、当該出来形部分に係る検査については、第三十六項の規定を準用するものと 

する。 

(５) 発注者は、出来形部分に係る検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して、検査日 

を通知するものとする。 

(６) 受注者は、中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に出来形確認報告書を作成 

し、監督員に提出しなければならない。 

 

３８ 中間検査 

(１) 中間検査は特記仕様書において、対象整備補修と定められた整備補修について実施する 

ものとする。 

(２) 中間検査は特記仕様書において、定められた段階において行うものとする。 

(３) 中間検査を行う日は、受注者の意見を聞いて発注者が定める。 

(４) 受注者は、当該検査については第三十六項の規定を準用する。 

 

３９ 完成検査 

(１) 受注者は、修繕完成届を監督員に提出しなければならない。 

(２) 受注者は、修繕完成届を監督員に提出する際には、次に掲げる要件をすべて満たさなく 

てはならない。 

ア 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての整備補修が完成していること。 

イ 監督員の請求した改造が完了していること。 

ウ 設計図書により義務付けられた記録写真、出来形管理資料及び整備補修関係図等の資料 

の整備がすべて完了していること。 

エ 契約変更を行う必要が生じた整備補修においては、最終変更契約を発注者と締結してい 

ること。 

(３) 発注者は、検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。 

(４) 受注者は、完成検査について第三十六項の規定を準用する。 

 

４０ 部分使用 

(１) 発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。 
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(２) 受注者は、発注者が当該整備補修に係わる部分使用を行う場合には、中間検査又は監督 

員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。 

４１ 完成検査及び引渡し 

(１) 受注者は整備補修完了後、修繕完成届を組合に提出し、組合の検査を受けること。 

(２) 受注者は完成検査に合格後、本仕様書に指定された成果品及び提出書類一式を納品し、 

組合の承認をもって整備補修の引渡しとする。なお、納品後に不備又は不都合な点が発見 

された場合、受注者は速やかに訂正しなければならない。 

 

４２ 施工管理 

(１) 受注者は整備補修の施工にあたり、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質 

及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。 

(２) 監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測 

定密度を変更することができるものとする。この場合、受注者は、監督員の指示に従うも 

のとする。なお、これに伴う費用は、受注者の負担とするもの。 

ア 整備補修の初期で、作業が定常的になっていない場合 

イ 管理試験結果が、限界値に異常接近した場合 

ウ 試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合 

エ 前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合 

(３) 受注者は施工に先立ち、整備補修現場又はその周辺の一般通行人等が見易い場所に、整 

備補修名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し、整備補修完成後は速 

やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員 

の承諾を得て、省略することができるものとする。 

(４) 受注者は整備補修期間中、現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。 

(５) 受注者は、整備補修に使用する指定機械を搬入･搬出する際には、監督員に通知しなけ 

ればならない。 

(６) 受注者は施工に際し、施工現場周辺、他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう 

施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ通知し、その対応 

方法等に関して協議するものとする。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる 

場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。 

(７) 受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業 

員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。 

(８) 受注者は、整備補修中に拾得物を発見又は拾得した場合、直ちに監督員及び関係官公庁 

へ通知し、その指示を受けるものとする。 

 

４３ 高度技術、創意工夫、社会性等、施工及び管理 

(１) 受注者は整備補修施工において、自ら立案した創意工夫や技術力に関する項目及び地域 

社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、実施状況を示す資料を整備補 

修完了時までに提出することができる。 
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(２) 受注者は施工及び管理において、監督員が指示する項目に関する実施状況を示す資料を 

整備補修完了までに提出又は提示するものとする。 

 

４４ 整備補修関係者に対する措置請求 

(１) 発注者は現場代理人が、整備補修目的物の品質、出来形の確保及び工期の順守に関し 

て、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した 

書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

(２) 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者(これらの者と現場代理 

人を兼務する者を除く。)が、整備補修目的物の品質、出来形の確保並びに工期の順守に 

関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示 

した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

 

４５ 後片付け 

受注者は施工の完了又は一部の完成後は、仮設物を取払い、受注者所有の機器、残材、残 

骸及び各種の仮設物を速やかに片付け、場外に撤去するとともに、現場周り並びに施工にか 

かる部分を清掃し、かつ、整然とした状態にするものとする。ただし、施工に際して発生し 

た可燃物と廃油については組合で処分する。 

 

４６ 事故報告書 

受注者は、整備補修の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するととも 

に、事故報告書を期日までに提出しなければならない。 

 

４７ 交通安全管理 

(１) 受注者は、整備補修用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落 

下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三 

者に整備補修公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に整備 

補修公害による損害を及ぼした場合は、組合契約規則第７７条により、処置するものとす 

る。 

(２) 受注者は、整備補修用車両による土砂、資材及び機械などの輸送を伴う整備補修につい 

ては、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方 

法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設などの設置場所及びその他安全輸送 

上の事項について協議の上、災害の防止を図らなければならない。 

(３) 受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂及び整備補修用資材等の輸送 

を伴う整備補修は、事前に関係機関と協議の上、交通安全等輸送に関する必要な事項の計 

画を立て、書面で監督員に提出しなければならない。 

(４) 受注者は、供用中の公共道路に係る整備補修の施工にあたり、交通安全について、監督 

員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線並びに道路標 

示に関する命令(昭和３５年１２月１７日総理府・建設省令第３号)、道路工事現場におけ 



 21 / 25 

 

る標示施設等の設置基準(道路局長通知、平成１８年３月３１日)及び道路工事保安施設設 

置基準(道路局平成１８年３月３１日)に基づき、安全対策を講じなければならない。 

(５) 受注者は、設計図書において指定された整備補修用道路を使用する場合は、設計図書の 

定めに従い、整備補修用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

(６) 受注者は、指定された整備補修用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使 

用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関 

係機関に所要の手続を執るものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置、そ 

の他の必要な措置を行わなければならない。 

(７) 発注者が整備補修用道路に指定するもの以外の整備補修用道路は、受注者の責任におい 

て使用するものとする。 

(８) 受注者は、特記仕様書に他の受注者と整備補修用道路を共用する定めがある場合におい 

ては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明ら 

かにして使用するものとする。 

(９) 公衆の交通が自由、かつ、安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管し 

てはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により施工を中断するとき 

には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面から 

すべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 

(10) 受注者は、整備補修の施工にあり、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安 

全対策を講じなければならない。 

(11) 受注者は、建設機械及び資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和３６年政令第２６５ 

号)第３条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第４７条の２ 

に基づく、通行許可を得ていることを確認しなければならない。 

(12) 受注者は、設計図書で指定された整備補修用道路を使用する場合は、設計図書の定めに 

従い、整備補修用道路の新設、改良、維持管理及び補修を行うものとする。 

(13) 受注者は、指定された整備補修用道路の使用開始前に当該道路の新設、改良、維持管 

理、補修及び使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合におい 

て、受注者は関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除 

き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 

 

４８ 施設管理 

受注者は、施工現場における公物（各種公益企業施設を含む。）又は部分使用施設につい 

て、施工管理上、契約図書における規定の履行をもっても不都合が生ずるおそれがある場 

合には、その処置について監督員と協議できるものとする。 

 

４９ 諸法令の順守 

(１) 受注者は、当該整備補修に関する諸法令を順守し、整備補修の円滑な進捗を図るとと 

もに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。 

なお、主な法令は以下に示す通りである。 
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ア 地方自治法(昭和２２年法律第６７号) 

イ 建設業法(昭和２４年法律第１００号) 

ウ 下請代金支払遅延等防止法(昭和３１年法律第１２０号) 

エ 労働基準法(昭和２２年法律第４９号) 

オ 労働安全衛生法(昭和４７年法律第５７号) 

カ 作業環境測定法(昭和５０年法律第２８号) 

キ じん肺法(昭和３５年法律第３０号) 

ク 雇用保険法(昭和４９年法律第１１６号） 

ケ 労働者災害補償保険法(昭和２２年法律第５０号) 

コ 健康保険法(大正１１年法律第７０号) 

サ 中小企業退職金共済法(昭和３４年法律第１６０号) 

シ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和５１年法律第３３号) 

ス 道路法(昭和２７年法律第１８０号) 

セ 道路交通法(昭和３５年法律第１０５号) 

ソ 道路運送法(昭和２６年法律第１８３号) 

タ 道路運送車両法(昭和２６年法律第１８５号) 

チ 下水道法(昭和３３年法律第７９号) 

ツ 環境基本法(平成５年法律第９１号) 

テ 火薬類取締法(昭和２５年法律第１４９号) 

ト 大気汚染防止法(昭和４３年法律第９７号) 

ナ 騒音規制法(昭和４３年法律第９８号) 

ニ 水質汚濁防止法(昭和４５年法律第１３８号) 

ヌ 振動規制法(昭和５１年法律第６４号) 

ネ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和４５年法律第１３７号) 

ノ 電気事業法(昭和３９年法律第１７０号) 

ハ 消防法(昭和２３年法律第１８６号) 

ヒ 測量法(昭和２４年法律第１８８号) 

フ 建築基準法(昭和２５年法律第２０１号) 

ヘ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２年法律第１０４号) 

ホ 土壌汚染対策法(平成１４年法律第５３号) 

マ 自然環境保全法(昭和４７年法律第８５号) 

ミ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成１２年法律第１２７号) 

ム 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成１２年法律第１００号) 

メ 技術士法(昭和５８年法律第２５号) 

モ 計量法(平成４年法律第５１号) 

ヤ 厚生年金保険法(昭和２９年法律第１１５号) 

ユ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成３年法律第４８号) 

ヨ 最低賃金法(昭和３４年法律第１３７号) 
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ラ 職業安定法(昭和２２年法律第１４１号) 

リ 所得税法(昭和４０年法律第３３号) 

ル 著作権法(昭和４５年法律第４８号) 

レ 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭 

和４２年法律第１３１号) 

ロ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和４４年法律第８４号) 

ワ 毒物及び劇物取締法(昭和２５年法律第３０３号) 

(２) 受注者は、諸法令を順守し、これに違反した場合に発生する責務が、発注者に及ばな 

いようにしなければならない。 

(３) 受注者は、当該整備補修の計画、図面、仕様書及び契約そのものが同項（１）の諸法 

  令に照らし不適当であったり、矛盾していたりしていることが判明した場合には、直ち 

に監督員に報告し、その確認を請求しなければならない。 

 

50 官公庁等への手続等 

(１) 受注者は、施工期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければな 

らない。 

(２) 受注者は、整備補修の施工にあたる受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機 

関への届出等を、法令、条例及び設計図書の定めにより実施しなければならない。 

(３) 受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書によ 

り、事前に監督員に報告しなければならない。 

(４) 受注者は、諸手続にかかる許可、承諾等を得たときは、その写しを監督員に提出しな 

ければならない。 

(５) 受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを順守しなければならない。 

なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員に報告 

し、その指示を受けなければならない。 

(６) 受注者は、整備補修の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めな 

ければならない。 

(７) 受注者は、地元関係者等から整備補修の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべ 

き場合は、誠意をもってその解決にあたらなければならない。 

(８) 受注者は、国、地方公共団体及び地域住民等と整備補修の施工上、必要な交渉を自ら 

  の責任において行うものとする。受注者は交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これ 

らの交渉にあたっては、誠意をもって対応しなければならない。 

(９) 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日、紛争とならないよう文書で確認するな 

ど、明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うも 

のとする。 

 

５１ 施工時期及び施工時間の変更 

(１) 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要があ 
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る場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。 

(２) 受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作 

業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。 

 

５２ 不可抗力による損害 

(１) 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、整備補修災害通知書により、 

監督員に報告するものとする。 

(２) 設計図書で定めた基準とは、次に掲げるものをいう。 

ア 降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。 

① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上 

② １時間雨量（任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上 

③ 連続雨量（任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上 

④ その他設計図書で定めた基準 

イ 強風に起因する場合 

最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合 

ウ 河川沿いの施設にあたっては、河川の警戒水位以上又はそれに準ずる出水により、発生 

した場合 

エ 地震に起因する場合、周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって、他の一般物件 

にも被害を及ぼしたと認められる場合 

 

５３ 特許権等 

(１) その他の第三者の権利とは、実用新案権、意匠、著作権及びその他日本国の法令に基づ 

き、保護される第三者の権利をいう。受注者は、特許権並びにその他第三者の権利となっ 

ている施工方法又は施工方法の使用に関する費用の負担について、第三者と補償条件の交 

渉を行う前に、監督員と協議するものとする。 

(２) 受注者は業務の遂行により、発明又は考案したときは、書面により監督員に報告すると 

ともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利 

の帰属等については、発注者と協議するものとする。 

(３) 発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（昭和４５年法律第４８号第２条第 

１項第１号）に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は、発注者に帰 

属するものとする。なお、同項(２)の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作 

物については、発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。 

 

５４ 保険の付保及び事故の補償 

(１) 受注者は、残存爆発物があると予測される区域で整備補修に従事する建設機械等及びそ 

の作業員に設計図書に定める傷害保険及び動産総合保険を付保しなければならない。 

(２) 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法 

の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加 
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入しなければならない。 

(３) 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して 

責任をもって適正な補償をしなければならない。 

(４) 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は、同組合に加入し、その掛金収納書 

(発注者用)を工事請負契約締結後原則１ヵ月以内に、発注者に提出しなければならない。 

 

５５ 臨機の措置 

(１) 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければな 

らない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに監督員に報告しな 

ければならない。 

(２) 監督員は、自然災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災)又は人 

為的な事象に伴い、整備補修目的物の品質･出来形の確保及び工期の順守に重大な影 

響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求すること 

ができる。 

 

第三章 業務内容 

特記仕様書によるものとする。 



 

 

 

 

 

 

水処理施設定期整備補修 

特記仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月 

高座清掃施設組合 
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 第一章 特記事項 

第一節 共通仕様 

(１) 受注者は、作業範囲等が不明瞭な場合は、事前に監督員と十分に打合せを行い、施設の運用

及び作業等に支障のないように実施すること。 

(２) 本仕様書並びに別紙図書に基づく用語の定義は下記の通りとする。 

① 点検とは、機能確認、機能維持を目的として、機器の損傷、さび、腐食、変形、変色、異音、

発熱、異臭、配線及び端子部の劣化、接続端子部の緩み等の有無を点検し、絶縁低抗値測定の

必要性が生じた場合は、測定を実施すること。 

機器及び装置の状況を確認、手入れすること。また、手入れには清掃、増締、注油を含む。 

② 清掃とは、汚れの回収及び除去をし、予防をすること。 

③ 測定とは、測定機器による計測を行い、記録し報告すること。 

④ 試験とは、各種方法により試験し、良否判定をし、否の場合は手入れすること。 

(３) 点検・補修作業に当たり、工程表、作業員一覧有資格一覧、車両台数、点検施工要領等を記

載した施工計画書を、施工日の7日前迄に必ず提出し、監督員と十分に打合せをすること。な

お、期限までに施工計画書等の提出がない場合は、作業に支障をきたす恐れがあるため点検・

補修作業の全部または一部を一時中止とする。 

(４) 測定機器及びその他の機材は、校正されたものを使用すること。 

(５) 点検作業中に部品交換の必要性が生じた場合は、直ちに報告すること。 

(６) 各機器の点検及び整備補修作業終了後、各動作の確認及び調整、各部からの異音の有無確認

等の試運転調整を行い、当組合監督員立会のもと異常がない事を確認すること。 

   また、点検整備後の機器から異音・振動などの異常が発生した場合、機器メーカー立会いの

もと検証し、正常な状態にすること。 

(７) 点検結果により緊急的に補修が必要となった場合は、監督員と協議し、修理依頼書、補修打

合簿を提出し、補修を行うものとする。 

(８) 溶接による補修については、溶材を含むものとする。 

(９) 各部塗装については、塗料を含むものとする。 

(10) 各点検及び整備補修で発生する廃材等については、適正な処分をすること。 

(11) 全作業終了後、施設の総合的な試運転調整を行い、作業報告書（日報）を提出すること。 

(12) 整備補修終了後、目的物の種類、品質もしくは数量等に不備が確認された場合、または補修

に不備が確認された場合には監督員の確認検査を受けること。また引き渡し後に不備が判明し、

契約不適合責任があると認められた場合には、受注者は不適合責任期間満了日前(契約約款に

定める期間)までに契約不適合責任補修を行い、契約不適合責任補修報告書(任意書式)を提出

すること。なお、契約不適合責任補修の実施時期については、発注者と協議の上、その指示に

従うこと。 

(13) 各整備補修終了後30日以内に中間報告すること。 

なお、年度末整備補修の結果に関しては、契約満了日の10日前までに全て報告する事。 

第二節 注意事項 

(１) 受注者は、作業中みだりに予定以外の場所に立ち入らないこと。 

(２) 主任技術者は、安全措置のすべてについて確認するとともに作業を直接指揮し、必要に応じ

て監督員の意見を求め適切な処理を講ずること。 
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第二章 水処理施設定期整備補修 

 

第一節 破砕ﾎﾟﾝﾌﾟ(P110A/B) 

第一項 対象機器 

破砕ﾎﾟﾝﾌﾟ 
古河産機ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 破砕ﾎﾟﾝﾌﾟ(FD3V-65) 

13.5㎥/hr×157kPa(16mH)､口径:150A×65A 

第二項 整備補修内容 

(１) 分解整備(部品交換及び清掃､電動機離線･結線含む) 

(２) 使用部品の研磨･肉盛溶接加工 

※整備補修は1年に一回とし､日程は別途協議とする｡ 

※ｼｸﾈｽｹﾞｰｼﾞで切刃とｶｯﾃｨﾝｸﾞｲﾝﾍﾟﾗ及びｶｯﾀｰ格子とｶｯﾃｨﾝｸﾞｲﾝﾍﾟﾗのｸﾘｱﾗﾝｽを取り調整する｡ 

(３) ﾓｰﾀｰの交換 

第三項 使用材料 

 

第二節 ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ/ｽｸﾘｰﾝ洗浄ﾌｧﾝ(SP130A/F130A) 

第一項 対象機器 

ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ/ 

ｽｸﾘｰﾝ洗浄ﾌｧﾝ 

大機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ(SP130A):ES-200DL-V 

目幅1mm､処理能力:13.5㎥/hr(max20㎥/hr) 

ｽｸﾘｰﾝ洗浄ﾌｧﾝ(F130A):6.0㎥/min×4.41kPa 
第二項 点検内容 

(１) 温水洗浄装置及び温水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 

 

項番 名 称 摘要･規格 数 量 

1 O ﾘﾝｸﾞ NBR P35 2個 

2 切刃 S45C(新刃) 2個 

3 ｼｭﾗｳﾄﾞﾘﾝｸﾞ AHF2(新刃) 2個 

4 ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰﾊﾟｯｷﾝ NR t6 2個 

5 ｶｯﾀ-格子 AHF2(新刃) 2個 

6 O ﾘﾝｸﾞ NBR φ5.7×φ315 2個 

7 補助切刃 SK3 2個 

8 六角穴付ﾎﾞﾙﾄ 補助切刃用 2個 

9 Oﾘﾝｸﾞ NBR G50 2個 

10 ﾗﾝﾀﾝﾘﾝｸﾞﾌﾞｯｼｭ CAC406 2個 

11 Oﾘﾝｸﾞ NBR S90 2個 

12 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｲﾝﾍﾟﾗ SC45C/ｽﾃﾗｲﾄ (新刃) 1個 

13 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｲﾝﾍﾟﾗ SC45C/ｽﾃﾗｲﾄ (新刃)  1個(支給品) 

14 ｼｬﾌﾄｽﾘｰﾌﾞ SUS420J2 2個 

15 ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ NBR MS60×82×13 4個 

16 ｲﾝﾍﾟﾗﾌﾟﾚｰﾄ SUS304 2個 

17 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞA NBR 2個 

18 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞB NBR 2個 

19 軸端ｷｰ 電動機用 2個 

20 ﾓｰﾀｰ 東芝製 ﾈｼﾞ加工あり 2台 
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第三項 整備補修内容 

(１) 分解整備(部品交換及び清掃含む) 

第四項 使用材料 

項番 名 称 摘要･規格 数 量 

1 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ ｸﾞﾘｽｺｯﾄﾝ 1個 

2 軸受 UCP-210 1個 

3 軸受 UCP-214 1個 

4 給液ﾄﾗﾌﾎｰｽ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付き) ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 1本 

5 洗浄水ﾉｽﾞﾙ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ FM-2 11個 

6 洗浄水ﾉｽﾞﾙ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ FM-1 2個 

7 洗浄水ﾉｽﾞﾙ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ UT3/8M 4個 

8 本体ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 2式 

9 洗浄水配管ﾎｰｽ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付き) ｼﾝﾌﾚｯｸｽ 1式 

10 ｱﾉｰﾄﾞ電極棒 Zn合金 2本 

11 電極窓ｶﾞﾗｽ及びﾜｲﾊﾟｰ 1 SUS304 180φ 
1組 

(支給品) 

12 電極窓ｶﾞﾗｽ及びﾜｲﾊﾟｰ 2 SUS304 300φ 
1組 

(支給品) 

13 洗浄ﾌｧﾝ用軸及びﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｹｰｽ組品 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、ｵｲﾙｼｰﾙ、Oﾘﾝｸﾞ組品 1式 

14 洗浄ﾌｧﾝ用Vﾍﾞﾙﾄ A-44(赤ﾊﾞﾝﾄﾞｰ) 2本 

15 洗浄空気ﾎｰｽ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付き) ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 1組 

16 ﾊﾞｲｴﾙ減速機用ｵｲﾙ 昭和ｼｪﾙ ﾃﾗｽｵｲﾙ S2M ♯100機械油 1.8L 

17 駆動ﾁｪｰﾝ #60 1連 

 

第三節 ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ(DH130A) 

第一項 対象機器 

ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ 

大機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ(DH130A):EP-100L 

1,080㎏/hr(max1,200㎏/hr)(含水率90%､脱水後含水率

60%) 

第二項 整備補修内容 

(１) 分解整備(部品交換及び清掃含む) 

(２) ｽｸﾘｭｰｼｬﾌﾄ羽根及びｶｯﾀ-部のｽﾃﾗｲﾄ溶接 ※作業時要養生必需 

第三項 使用材料 

項番 名 称 摘要･規格 数 量 

1 ﾌﾗﾝｼﾞﾕﾆｯﾄ UCFCX-13 1個 

2 入口ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用ﾌﾞｯｼｭ CAC502A 1個 

3 中間ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用ﾌﾞｯｼｭ CAC502A 1個 

4 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用ｵｲﾙｼｰﾙ TC型 1個 

5 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ DKB 1個 

6 ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(入口側) #51211 1個 

7 ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(出口側) #51126 1個 

8 連結金具用ｼｰﾙ､Oﾘﾝｸﾞ ZF形 P140 各1個 

9 ﾌﾟﾚｯｻﾍｯﾄﾞ ※再生品 加工品 1式 
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10 洗浄水ﾉｽﾞﾙ F･FM 26個 

11 ｻｲｸﾛ減速機用ｵｲﾙ 昭和ｼｪﾙｵﾏﾗｵｲﾙ S2G #150 機械油 1.4L 

12 油圧ﾕﾆｯﾄｵｲﾙ 昭和ｼｪﾙFBK RO32 #32 ﾀｰﾋﾞﾝ油 20L 

13 油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ(軸受ﾌﾞｯｼｭ付き)  2組 

14  駆動ﾁｪｰﾝ #80 1連 

 

第四節 曝気ﾌﾞﾛﾜ(B200) 

第一項 対象機器 

曝気ﾌﾞﾛﾜ 
㈱伊藤鐵工所 (B200) IRS-50L(標準2葉)ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 

1.4㎥/min×30kPa(3mH) 口径:50A×50A 

第二項 整備補修内容 

(１) 分解整備(部品交換含む) 

(２) 圧力計の交換 

(３) Vﾍﾞﾙﾄの交換 

(４) 芯出し確認 

(５) Vﾍﾞﾙﾄの初期伸び後の張り調整 ※後日実施すること。 

第三項 使用材料 

項番 名 称 摘要･規格 数 量 

1 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ SUJ2 6307 片接触型ｺﾞﾑｼｰﾙ付 1個 

2 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ SUJ2 6306 片接触型ｺﾞﾑｼｰﾙ付 3個 

3 ｵｲﾙｼｰﾙ NBR SB325211 1個 

4 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾅｯﾄ SS400 FU07SS 1個 

5 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾅｯﾄ SS400 FU06SS 1個 

6 ｼｰﾄﾊﾟｯｷﾝ 含油紙 ｽﾘｰｼｰﾄ 1枚 

7 ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ C3604B 1個 

8 ｵｲﾙﾌｨﾗｰｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ   1個 

9 Vﾍﾞﾙﾄ 3V-425 (黄ﾊﾞﾝﾄﾞｰ) 2本 

10 圧力計 PG-75 (ｸﾞﾘｾﾘﾝ入り) 1個 

11 ｵｲﾙ FBK RO100 0.4L 

 

第五節 脱水機洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ(P220A/B) 

   第一項 対象機器 

脱水機洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ 
㈱IHI 40L/min×118kPa(120mH) 

口径:32A×32A 

第二項 整備補修内容 

(１) 分解整備(部品交換及び点検清掃含む) 

(２) 脱水機 B 号機用出口側濾体駆動装置交換 

  第三項 使用材料 

項番 名 称 摘要･規格 数 量 

1 ｼｬﾌﾄ SUS304 2本 

2 ｼｬﾌﾄｼｰﾙ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ) SUS420J2 2式 

3 ｶﾞｽｹｯﾄｷｯﾄ SKD11+Hcr 2式 
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4 ｻｰﾋﾞｽｷｯﾄ NBR/ST SB 2式 

5 ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6305ZZC3 2個 

6 ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6205ZZC3 2個 

7 出口側濾体駆動装置(B号機用)  1台 

 ※濾体駆動装置設置にあたり、ﾌﾟｰﾘｰｶﾊﾞｰは既設のものを使用すること。 

 

第六節 ｱﾙｶﾘ･酸化剤洗浄塔(T310) 

第一項 対象機器 

ｱﾙｶﾘ･酸化剤洗浄塔 ㈱一芯 (T310) φ700×4,400H FRP 

第二項 点検内容 

(１) 内部の点検清掃(充填材の取り出し洗浄及び塔内FRP剝離確認含む) 

(２) ﾃﾞﾐｽﾀｰの点検清掃 

(３) ﾌﾛｰｾﾙﾎﾞｯｸｽ及びｾﾝｻｰの点検清掃 

(４) ｽﾌﾟﾚｰﾉｽﾞﾙの点検清掃 

(５) 流量計及び液位計ﾎﾙﾀﾞｰの清掃 

(６) 洗浄塔循環水ﾊﾞﾙﾌﾞ及び逆止弁の塩酸洗浄(各2箇所) 

(７) ﾐｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ及びﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ透明管の清掃 

(８) ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞの清掃(4箇所) 

(９) ﾌﾛｰｾﾙ流量調整ﾊﾞﾙﾌﾞの清掃(1箇所) 

(10) 引抜ﾊﾞﾙﾌﾞの清掃(1箇所) 

(11)  差圧計のｾﾞﾛ調整 

※酸洗浄実施前に､液位計を自動で制御出来るよう対策し､酸洗浄実施後は水位計調整を行うこ 

と｡ 

※除去するｽｹｰﾙは､中和槽前で回収すること｡ 

第三項  整備補修内容 

（１） ﾏﾝﾎｰﾙﾊﾟｯｷﾝの交換 

（２） 残留塩素濃度計電極の交換(校正清掃作業を含む) 

※ｱﾙｶﾘ･酸化剤洗浄塔点検後翌日にｾﾝｻｰ交換及び校正実施 

※作業については､10.11月の土･日･祝日を挟み行うこと｡ 

第四項  使用材料 

 

第七節 活性炭吸着塔(T340) 

第一項 対象機器 

項番 名 称 摘要･規格 数 量 

1 配管洗浄用塩酸 20L 3本(支給品) 

2 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ失活剤  1式(支給品) 

3 ﾏﾝﾎｰﾙﾊﾟｯｷﾝ  4枚 

4 残留塩素濃度計 ｾﾝｻｰⅠ 内部電極 CA-1202-3RY 1本 

5 残留塩素濃度計 ｾﾝｻｰⅡ 内部電極 CS-12CTPT 1本 

6 残留塩素濃度計 ｾﾝｻｰⅠ 内部液 EL-12W 1本 

7 残留塩素濃度計 ｾﾝｻｰⅠ Oﾘﾝｸﾞ  1個 

8 残留塩素濃度計 ﾌﾛｰｾﾙ Oﾘﾝｸﾞ  1個 
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活性炭吸着塔 
㈱一芯 (T340) 1,850W×2,000L×2,800H 

SS400+内面FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ+外面塗膜 

第二項 点検内容 

(１) 差圧計のｾﾞﾛ調整 

(２) ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ配管の点検清掃 

第三項 整備補修内容 

(１) 活性炭の交換 

(２) 吸着塔内下部の清掃 

(３) 劣化活性炭の分析 

※交換する活性炭については、ｲｯｼﾝｺｰﾙIC24SNと同等品でも可とする。 

※劣化活性炭の分析は活性炭の交換頻度を把握するために実施するもので、活性炭交換時に抜

き取った活性炭の分析を行うこと。分析は第三者機関が行うこととし、分析項目は粒度、硬度、

乾燥減量(含水率)、pH、強熱残分、全硫黄、ベンゼン吸着量を行い、分析結果報告書にて活性

炭の交換頻度を明記すること。 

※整備時期に関しては、2月の土・日・祝日で行うこととし、雨天時の活性炭納入は行わない 

こと。 

(４) ﾏﾉﾒｰﾀの交換 

 第四項 使用材料 

項番 名 称 摘要・規格 数 量 

1 活性炭 ｲｯｼﾝｺｰﾙGIC24SN 2,220㎏ 

2 上部ﾏﾝﾎｰﾙﾊﾟｯｷﾝ  1式 

3 下部ﾏﾝﾎｰﾙﾊﾟｯｷﾝ  1式 

4 上段用ﾏﾉﾒｰﾀ  1個 

5 下段用ﾏﾉﾒｰﾀ  1個 

 

第八節 自動扉(A･B･C･D扉) 

第一項 対象機器 

自動扉 
三和ｼｬｯﾀｰ工業㈱ 高速ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｬｯﾀｰ W4,000×H3,580 
(MCP2制御盤用) 

第二項 点検内容 

(１) 自動扉の保守点検及び清掃(4扉分) 

(２) 各所･各ｾﾝｻｰ部･緊急解放ﾚﾊﾞｰの点検(試運転調整含む) 

(３) ｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ点検口解放箇所のｺｰｷﾝｸﾞ 

(４) 各所塗装 

※ﾍﾞﾙﾄにはﾌｯ素系潤滑剤を塗布すること｡ 

     

第九節 ﾎﾟﾝﾌﾟ付受水槽 

  第一項 対象機器 

ﾎﾟﾝﾌﾟ付受水槽 

㈱川本製作所製 NF2-750K+TAK4-50  材質:FRP 

受水槽容量:0.5㎥ 電源：三相 電圧:200V  

ﾓｰﾀｰ出力:0.75kw 吸込口径:32mm 全揚程:0.16Mpa 

  第二項 点検内容 

   (１) 受水槽の点検(清掃及び消毒含む) 
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(２) 水質検査(結果は概ね１か月以内に報告すること。) 

    ※簡易検査の結果を点検終了後速やかに報告すること。 

    ※水質検査の分析12項目は一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄、塩化物ｲｵﾝ、

硬度、有機物、pH、味、臭気、色度、濁度とする。 

 

第十節 脱水し渣移送装置（CV150） 

第一項 対象機器 

脱水し渣移送装置 

(有)日新製作所  ﾌﾗｲﾄｺﾝﾍﾞﾔ ｼｮｯｸﾘﾚｰ付 

主要部材質：SUS304 

  70kg/hr(0.54㎥/hr) 

第二項 点検内容 

（１） ｺﾝﾍﾞﾔの点検清掃(ﾃﾝｼｮﾝ調整及びﾛｰﾗｰ・ｼｬﾌﾄ計測含む) 

（２） ﾃｰﾙ部及び立ち上がり部点検清掃 

 ※ﾛｰﾗｰ計測及び計測位置は、ｺﾝﾍﾞﾔ上部・中間部・ﾃｰﾙ部の外径及び内径とする。 

※第一章・第一節・(6)参照。 

 

第十一節 高中濃度臭気ﾌｧﾝ（F320） 

第一項 対象機器 

高中濃度臭気ﾌｧﾝ 

ｾｲｺｰ化工機㈱ FTF203－S ﾀｰﾎﾞﾌｧﾝ ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 

主要部材質：FRP 

  30㎥/min×2.74kPa 口径:φ300×φ300 

第二項 整備補修内容 

(１) 分解整備(部品交換及び点検清掃含む) 

(２) ﾐｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ及びﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ透明管の清掃 

(３) Vﾌﾟｰﾘｰの交換(ﾓｰﾀｰ側芯出し含む) 

(４) Vﾍﾞﾙﾄの初期伸び後の張り調整 ※後日、実施すること。 

※ﾐｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ内に水が残っている場合は､再調整とする｡ 

第三項 使用材料 

項番 名 称 摘要・規格 数 量 

  1 ｹｰｼﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ EPT 1個 

  2 ﾗﾋﾞﾘﾝｽｼｰﾙ  1個 

3 ｶﾞｽ切りﾘﾝｸﾞ HTPVC 1個 

4 Vﾘﾝｸﾞ(F) V-45A NBR 1個 

5 Vﾘﾝｸﾞ(R) V-32A NBR 1個 

6 Oﾘﾝｸﾞ(F) S-90 NBR 1個 

7 Oﾘﾝｸﾞ(R) S-80 NBR 1個 

8 ﾌｧﾝ軸受(F) #6308 SUJ2 1個 

9 ﾌｧﾝ軸受(R) #6307 SUJ2 1個 

10 Vﾌﾟｰﾘｰ φ180 1個 

11 Vﾌﾟｰﾘｰ φ118 1個 

12 Vﾍﾞﾙﾄ A-62(赤ﾊﾞﾝﾄﾞｰ) 1本 

13 ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ PF1/2 Brass 1個 

14 ｵｲﾙ 日鉱日石 FBK RO32 0.16L 
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15 ﾓｰﾀｰ軸受 6305ZZ 1個 

16 ﾓｰﾀｰ軸受 6307ZZ 1個 

17 軸受ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ  1組 

18 ﾅｯﾄｶﾊﾞｰ･座金  1組 

19 溝付ﾅｯﾄ・割ﾋﾟﾝ  1組 

20 ﾌﾚｷﾊﾟｯｷﾝ  1式 

 

第十二節 低濃度臭気ﾌｧﾝ（F330） 

第一項 対象機器 

低濃度臭気ﾌｧﾝ 

ｾｲｺｰ化工機㈱ FTF303－S ﾀｰﾎﾞﾌｧﾝ ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 

主要部材質：FRP 

  190㎥/min×1.67kPa 口径:φ450×φ450 

第二項 整備補修内容 

(１) 分解整備(部品交換及び点検清掃含む) 

(２) ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ透明管の清掃 

(３) Vﾌﾟｰﾘｰの交換(ﾓｰﾀｰ側芯出し含む) 

(４) Vﾍﾞﾙﾄの初期伸び後の張り調整 ※後日、実施すること。 

第三項 使用材料 

項番 名 称 摘要・規格 数 量 

1 ｹｰｼﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ EPT 1個 

2 ﾗﾋﾞﾘﾝｽｼｰﾙ  1個 

3 ｶﾞｽ切りﾘﾝｸﾞ HTPVC 1個 

4 Vﾘﾝｸﾞ(F) V-55A NBR 1個 

5 Vﾘﾝｸﾞ(R) V-35A NBR 1個 

6 Oﾘﾝｸﾞ(F) S-110 NBR 1個 

7 Oﾘﾝｸﾞ(R) S-90 NBR 1個 

8 ﾌｧﾝ軸受(F) #6310 SUJ2 1個 

9 ﾌｧﾝ軸受(R) #6308 SUJ2 1個 

10 Vﾌﾟｰﾘｰ φ280 1個 

11 Vﾌﾟｰﾘｰ φ140 1個 

12 Vﾍﾞﾙﾄ A-92(赤ﾊﾞﾝﾄﾞｰ) 3本 

13 ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ PF3/4 Brass 1個 

14 ｵｲﾙ 日鉱日石 FBK RO32 0.25L 

15 ﾓｰﾀｰ軸受 6310ZZ 1個 

16 ﾓｰﾀｰ軸受 6208ZZ 1個 

17 軸受ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ  1組 

18 ﾅｯﾄｶﾊﾞｰ･座金  1組 

19 溝付ﾅｯﾄ・割ﾋﾟﾝ  1組 

20 ﾌﾚｷﾊﾟｯｷﾝ  1式 

 

第三章 発生材処分 

本点検整備補修にて発生した発生材を適正に処分すること。 
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　 　 金 円也

日工　　　期

（消費税及び地方消費税額を含む。)

補　　修　　費　　設　　計　　書

件　　　名  水処理施設定期整備補修

令和8年度



令和8年度 水処理施設定期整備補修
設　計　書

（単位：円）

名　　　　　　　　　　称 内　　　　　　　　　容 数　　量 単　　位 単　　　　価 金　　　　　額

Ⅰ－Ⅰ 直接補修費 1 式 設計書P2参照

Ⅰ－Ⅱ 発生材処分費 1 式 設計書P2参照

Ⅰ－Ⅲ 共通仮設費 1 式

Ⅱ－Ⅰ 計（純補修費）

Ⅱ－Ⅱ 現場管理費 1 式

Ⅲ－Ⅰ 計（補修原価）

Ⅲ－Ⅱ 一般管理費 1 式

計

計（補修価格）

間接費計

Ⅳ－Ⅰ 補修価格 1 式

Ⅳ－Ⅱ 消費税 10% 1 式

Ⅳ－Ⅲ 計（請負補修費）

備　　　　　考

1



令和8年度 水処理施設定期整備補修
設　計　書

（単位：円）

名　　　　　　　　　　称 内　　　　　　　　　容 数　　量 単　　位 単　　　　価 金　　　　　額 備　　　　　考

1 水処理施設定期整備補修 1 式 設計書P3参照

2 発生材処分 1 式 設計書P3参照

直接補修費

2



令和8年度 水処理施設定期整備補修
設　計　書

（単位：円）

名　　　　　　　　　　称 内　　　　　　　　　容 数　　量 単　　位 単　　　　価 金　　　　　額 備　　　　　考

1 水処理施設定期整備補修

1-1 破砕ﾎﾟﾝﾌﾟ P110A/B 1 式 設計書P4参照

1-2 ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ/ｽｸﾘｰﾝ洗浄ﾌｧﾝ SP130A/F130A 1 式 設計書P4参照

1-3 ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ DH130A 1 式 設計書P4参照

1-4 曝気ﾌﾞﾛﾜ B200 1 式 設計書P4参照

1-5 脱水機洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ P220A/B 1 式 設計書P5参照

1-6 ｱﾙｶﾘ・酸化剤洗浄塔 T310 1 式 設計書P5参照

1-7 活性炭吸着塔 T340 1 式 設計書P5参照

1-8 自動扉 A･B･C･D扉 1 式 設計書P5参照

1-9 ﾎﾟﾝﾌﾟ付受水槽 1 式 設計書P6参照

1-10 脱水し渣移送装置 CV150 1 式 設計書P6参照

1-11 高中濃度臭気ﾌｧﾝ F320 1 式 設計書P6参照

1-12 低濃度臭気ﾌｧﾝ F330 1 式 設計書P6参照

小　　　　　　　計

2-1 発生材処分 1 式 設計書P6参照

3



令和8年度 水処理施設定期整備補修
設　計　書

（単位：円）

名　　　　　　　　　　称 内　　　　　　　　　容 数　　量 単　　位 単　　　　価 金　　　　　額 備　　　　　考

1-1 破砕ﾎﾟﾝﾌﾟ P110A/B

1-1-1 補修費 1 式 1-1-1参照

1-1-2 材料費 1 式 1-1-2参照

合　　　計

1-2 ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ/ｽｸﾘｰﾝ洗浄ﾌｧﾝ SP130A/F130A

1-2-1 点検費 1 式 1-2-1参照

1-2-2 補修費 1 式 1-2-2参照

1-2-3 材料費 1 式 1-2-3参照

合　　　計

1-3 ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ DH130A

1-3-1 補修費 1 式 1-3-1参照

1-3-2 材料費 1 式 1-3-2参照

合　　　計

1-4 曝気ﾌﾞﾛﾜ B200

1-4-1 補修費 1 式 1-4-1参照

1-4-2 材料費 1 式 1-4-2参照

合　　　計

4



令和8年度 水処理施設定期整備補修
設　計　書

（単位：円）

名　　　　　　　　　　称 内　　　　　　　　　容 数　　量 単　　位 単　　　　価 金　　　　　額 備　　　　　考

1-5 脱水機洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ P220A/B

1-5-1 補修費 1 式 1-5-1参照

1-5-2 材料費 1 式 1-5-2参照

合　　　計

1-6 ｱﾙｶﾘ・酸化剤洗浄塔 T310 1 式

1-6-1 点検費 1 式 1-6-1参照

1-6-2 補修費 1 式 1-6-2参照

1-6-3 材料費 1 式 1-6-3参照

合　　　計

1-7 活性炭吸着塔 T340

1-7-1 点検費 1 式 1-7-1参照

1-7-2 補修費 1 式 1-7-2参照

1-7-3 材料費 1 式 1-7-3参照

合　　　計

1-8 自動扉 A･B･C･D扉

1-8-1 点検費 1 式 1-8-1参照

合　　　計

5



令和8年度 水処理施設定期整備補修
設　計　書

（単位：円）

名　　　　　　　　　　称 内　　　　　　　　　容 数　　量 単　　位 単　　　　価 金　　　　　額 備　　　　　考

1-9 ﾎﾟﾝﾌﾟ付受水槽

1-9-1 点検費 1 式 1-9-1参照

合　　　計

1-10 脱水し渣移送装置 CV150

1-10-1 点検費 1 式 1-10-1参照

合　　　計

1-11 高中濃度臭気ﾌｧﾝ F320

1-11-1 補修費 1 式 1-11-1参照

1-11-2 材料費 1 式 1-11-2参照

合　　　計

1-12 低濃度臭気ﾌｧﾝ F330

1-12-1 補修費 1 式 1-12-1参照

1-12-2 材料費 1 式 1-12-2参照

合　　　計 1 式

2-1 発生材処分費 1 式 2-1参照

合　　　計
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1-1-1
水処理施設定期整備補修

補修費
破砕ﾎﾟﾝﾌﾟ（P110A/B）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

人

人

人

人

3 ﾓｰﾀｰの交換 人

合　　計

分解整備（部品交換及び清掃、電動
機離線・結線含む）

1

使用部品の研磨・肉盛溶接加工2



1-1-2
水処理施設定期整備補修

材料費
破砕ﾎﾟﾝﾌﾟ（P110A/B）

名　称 仕 様 ・ 型 式 等 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 Oﾘﾝｸﾞ NBR P35 個 2

2 切刃 S45C(新刃) 個 2

3 ｼｭﾗｳﾄﾞﾘﾝｸﾞ AHF2(新刃) 個 2

4 ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰﾊﾟｯｷﾝ NR　t6 個 2

5 ｶｯﾀ-格子 AHF2(新刃) 個 2

6 Oﾘﾝｸﾞ NBR　φ5.7×φ315 個 2

7 補助切刃 SK3 個 2

8 六角穴付ﾎﾞﾙﾄ 補助切刃用 個 2

9 Oﾘﾝｸﾞ NBR　G50 個 2

10 ﾗﾝﾀﾝﾘﾝｸﾞﾌﾞｯｼｭ CAC406 個 2

11 Oﾘﾝｸﾞ NBR　S90 個 2

12 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｲﾝﾍﾟﾗ S45C/ｽﾃﾗｲﾄ(新刃) 個 1

13 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｲﾝﾍﾟﾗ S45C/ｽﾃﾗｲﾄ(新刃) 個 1 支給品

14 ｼｬﾌﾄｽﾘｰﾌﾞ SUS420J2 個 2

15 ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ NBR MS60×82×13 個 4

16 ｲﾝﾍﾟﾗﾌﾟﾚｰﾄ SUS304 個 2

17 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞA NBR 個 2

18 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞB NBR 個 2

19 軸端ｷｰ 電動機用 個 2

20 ﾓｰﾀｰ 東芝製　ﾈｼﾞ加工あり 台 2

21 雑材消耗品 式 1

合　　計



1-2-1
水処理施設定期整備補修

点検費
ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ（SP130A）/ｽｸﾘｰﾝ洗浄ﾌｧﾝ（F130A）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 温水洗浄装置及び温水ポンプ点検 人

合　　計



1-2-2
水処理施設定期整備補修

補修費
ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ（SP130A）/ｽｸﾘｰﾝ洗浄ﾌｧﾝ（F130A）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

人

人

合　　計

分解整備（部品交換及び清掃含む）1



1-2-3
水処理施設定期整備補修

材料費
ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ（SP130A）/ｽｸﾘｰﾝ洗浄ﾌｧﾝ（F130A）

名　称 仕 様 ・ 型 式 等 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ ｸﾞﾘｽｺｯﾄﾝ 個 1

2 軸受 UCP-210 個 1

3 軸受 UCP-214 個 1

4 給液ﾄﾗﾌﾎｰｽ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付き) ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 本 1

5 洗浄水ﾉｽﾞﾙ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ　FM-2 個 11

6 洗浄水ﾉｽﾞﾙ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ　FM-1 個 2

7 洗浄水ﾉｽﾞﾙ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ　UT3/8M 個 4

8 本体ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 式 2

9 洗浄水配管ﾎｰｽ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付き) ｼﾝﾌﾚｯｸｽ 式 1

10 ｱﾉｰﾄﾞ電極棒 Zn合金 本 2

11 電極窓ｶﾞﾗｽ及びﾜｲﾊﾟｰ1 SUS304　180φ 組 1 支給品

12 電極窓ｶﾞﾗｽ及びﾜｲﾊﾟｰ2 SUS304　300φ 組 1 支給品

13 洗浄ﾌｧﾝ用軸及びﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｹｰｽ組品 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、ｵｲﾙｼｰﾙ、Oﾘﾝｸﾞ組品 式 1

14 洗浄ﾌｧﾝ用Vﾍﾞﾙﾄ A-44(赤ﾊﾞﾝﾄﾞｰ) 本 2

15 洗浄空気ﾎｰｽ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付き) ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 組 1

16 ﾊﾞｲｴﾙ減速機用ｵｲﾙ 昭和ｼｪﾙ ﾃﾗｽｵｲﾙ S2M ♯100 機械油 L 1.8

17 駆動ﾁｪｰﾝ #60 連 1

18 雑材消耗品 式 1

合　　計



1-3-1
水処理施設定期整備補修

補修費
ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ（DH130A)

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

人

人

2 ｽｸﾘｭｰｼｬﾌﾄ羽根及びｶｯﾀ部のｽﾃﾗｲﾄ溶接 人

合　　計

分解整備（部品交換及び清掃含む）1



 1-3-2
水処理施設定期整備補修

材料費
ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ（DH130A)

名　称 仕 様 ・ 型 式 等 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 ﾌﾗﾝｼﾞﾕﾆｯﾄ UCFCX-13 個 1

2 入口ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用ﾌﾞｯｼｭ CAC502A 個 1

3 中間ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用ﾌﾞｯｼｭ CAC502A 個 1

4 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用ｵｲﾙｼｰﾙ TC型 個 1

5 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ DKB 個 1

6 ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(入口側) #51211 個 1

7 ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(出口側) #51126 個 1

8 連結金具用ｼｰﾙ、Oﾘﾝｸﾞ ZF形　P140 各個 1

9 ﾌﾟﾚｯｻﾍｯﾄﾞ ※再生品 加工品 式 1

10 洗浄水ﾉｽﾞﾙ F・FM 個 26

11 ｻｲｸﾛ減速機用ｵｲﾙ 昭和ｼｪﾙ ｵﾏﾗｵｲﾙ S2G #150 機械油 L 1.4

12 油圧ﾕﾆｯﾄｵｲﾙ 昭和ｼｪﾙ FBK RO32 #32 ﾀｰﾋﾞﾝ油 L 20

13 油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ(軸受ﾌﾞｯｼｭ付き) 組 2

14 駆動ﾁｪｰﾝ #80 連 1

15 雑材消耗品 式 1

合　　計



1-4-1
水処理施設定期整備補修

点検費
曝気ブロワ（B200）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 分解整備(部品交換含む) 人

2 圧力計の交換 組 1 1-4-1-1参照

3 Vﾍﾞﾙﾄの交換 人

4 芯出し確認 人

5 Vﾍﾞﾙﾄの初期伸び後の張り調整 人

合　　計



1-4-1-1
水処理施設定期整備補修

圧力計
曝気ブロワ（B200）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 圧力計 PG-75　(ｸﾞﾘｾﾘﾝ入り) 個 1

2 配管工 人

3 諸経費 式 1

4 消耗材料費等 式 1

合　　計



1-4-2
水処理施設定期整備補修

材料費
曝気ブロワ（B200）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ SUJ2 6307 片接触型ｺﾞﾑｼｰﾙ付 個 1

2 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ SUJ2 6306 片接触型ｺﾞﾑｼｰﾙ付 個 3

3 ｵｲﾙｼｰﾙ NBR SB325211 個 1

4 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾅｯﾄ SS400 FU07SS 個 1

5 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾅｯﾄ SS400 FU06SS 個 1

6 ｼｰﾄﾊﾟｯｷﾝ 含油紙 ｽﾘｰｼｰﾄ 枚 1

7 ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ C3604B 個 1

8 ｵｲﾙﾌｨﾗｰｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 個 1

9 Vﾍﾞﾙﾄ 3V-425(黄ﾊﾞﾝﾄﾞｰ) 本 2

10 ｵｲﾙ FBK　RO100 L 0.4

11 雑材消耗品 式 1

合　　計



1-5-1
水処理施設定期整備補修

補修費
脱水機洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ(P220A/B)

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 分解整備(部品交換及び清掃含む) 人

2 脱水機B号機出口側濾体駆動装置交換 人

合　　計



1-5-2
水処理施設定期整備補修

材料費
脱水機洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ(P220A/B)

名　称 仕 様 ・ 型 式 等 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 ｼｬﾌﾄ SUS304 本 2

2 ｼｬﾌﾄｼｰﾙ(ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ) SUS420J2 式 2

3 ｶﾞｽｹｯﾄｷｯﾄ SKD11+Hcr 式 2

4 ｻｰﾋﾞｽｷｯﾄ NBR/ST SB 式 2

5 ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6305ZZC3 個 2

6 ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6205ZZC3 個 2

7 出口側濾体駆動装置(B号機用) 台 1

8 雑材消耗品 式 1

合　　計



1-6-1
水処理施設定期整備補修

点検費
ｱﾙｶﾘ･酸化剤洗浄塔（T310）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1
内部の点検清掃(充填材の取り出し洗
浄及び塔内FRP剥離確認含む)

人

2 ﾃﾞﾐｽﾀｰの点検清掃 人

3 ﾌﾛｰｾﾙﾎﾞｯｸｽ及びｾﾝｻｰの点検清掃 人

4 ｽﾌﾟﾚｰﾉｽﾞﾙの点検清掃 人

5 流量計及び液位計ﾎﾙﾀﾞｰの清掃 人

6
洗浄塔循環水ﾊﾞﾙﾌﾞ及び逆止弁の塩酸
洗浄(各2箇所)

人

7 ﾐｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ及びﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ透明管の清掃 人

8 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞの清掃(4箇所) 人

9 ﾌﾛｰｾﾙ流量調整ﾊﾞﾙﾌﾞの清掃(1箇所) 人

10 引抜ﾊﾞﾙﾌﾞの清掃(1箇所) 人

11 差圧計のｾﾞﾛ調整 人

合　　計



1-6-2
水処理施設定期整備補修

補修費
ｱﾙｶﾘ･酸化剤洗浄塔（T310）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 ﾏﾝﾎｰﾙﾊﾟｯｷﾝの交換 人

2
残留塩素濃度計電極の交換(校正清掃
作業を含む) 人

合　　計



1-6-3
水処理施設定期整備補修

材料費
ｱﾙｶﾘ･酸化剤洗浄塔（T310）

名　称 仕 様 ・ 型 式 等 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 配管洗浄用塩酸 20L 本 3 支給品

2 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ失活剤 式 1 支給品

3 ﾏﾝﾎｰﾙﾊﾟｯｷﾝ 枚 4

4 残留塩素濃度計 ｾﾝｻｰⅠ 内部電極 CA-1202-3RY 本 1

5 残留塩素濃度計 ｾﾝｻｰⅡ 内部電極 CS-12CTPT 本 1

6 残留塩素濃度計 ｾﾝｻｰⅠ 内部液 EL-12W 本 1

7 残留塩素濃度計 ｾﾝｻｰⅠ Oﾘﾝｸﾞ 個 1

8 残留塩素濃度計 ﾌﾛｰｾﾙ  Oﾘﾝｸﾞ 個 1

9 雑材消耗品 式 1

合　　計



1-7-1
水処理施設定期整備補修

点検費
活性炭吸着塔（T340）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 差圧計のｾﾞﾛ調整 人

2 ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ配管の点検清掃 人

合　　計



1-7-2
水処理施設定期整備補修

補修費
活性炭吸着塔（T340）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

人

人

2 吸着塔内下部の清掃 人

3 劣化活性炭の分析 7項目・特記仕様書 式 1

4 ﾏﾉﾒｰﾀの交換 上段･下段 台 2 1-7-2-1参照

5 機械運転費 式 1 1-7-2-2参照

合　　計

活性炭の交換1



1-7-2-1
水処理施設定期整備補修

ﾏﾉﾒｰﾀ交換費 工業計器
１台あたり

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 ﾏﾉﾒｰﾀ 個 1

2 電工 人

3 調整費 式 1

4 諸経費 式 1

5 消耗品費等 式 1

合　　計



1-7-2-2
水処理施設定期整備補修

機械運転費 1式

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 ﾄﾗｯｸ 4t　吊能力2.9t　ｸﾚｰﾝ装置付 7 ｈ 1-7-2-2-1参照

2 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 2.5t級 1 日 1-7-2-2-2参照

3 ﾊﾞｷｭｰﾑ車 4ｔ 1 日

合　　計



1-7-2-2-1
水処理施設定期整備補修

機械運転費 ﾄﾗｯｸ(4t級、吊能力2.9t ｸﾚｰﾝ装置付)
運転1時間当たり

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 運転手(特殊） 人

2 燃料費 軽油　ｽﾀﾝﾄﾞ渡し ℓ

3 機械損料
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊
能力2.9t ｈ 1

合　　計



1-7-2-2-2
水処理施設定期整備補修

機械運転費 フォークリフト(2.5t級、場内運搬)
運転1日当たり

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 運転手(特殊） 人

2 燃料費 ｶﾞｿﾘﾝ ℓ

3 機械損料 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ2.5ｔ級 日 1

4 諸経費 式 1

合　　計



1-7-3
水処理施設定期整備補修

材料費
活性炭吸着塔（T340）

名　称 仕 様 ・ 型 式 等 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 活性炭 ｲｯｼﾝｺｰﾙ　GIC24SN kg 2,220

2 上部ﾏﾝﾎｰﾙﾊﾟｯｷﾝ 式 1

3 下部ﾏﾝﾎｰﾙﾊﾟｯｷﾝ 式 1

合　　計



1-8-1
水処理施設定期整備補修

点検費
自動扉(A・B・C・D扉)

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 自動扉の保守点検及び清掃(4扉分) 人

2
各所・各ｾﾝｻｰ部・緊急解放ﾚﾊﾞｰの
点検(試運転調整含む) 人

3 ｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ点検口解放箇所のｺｰｷﾝｸﾞ 式 1 材工共

4 各所塗装 式 1 材工共

5 機械運転費
高所作業車（作業床高9.9ｍ×積
載荷重1,000kg）ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇
降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型

ｈ 7 1-8-1-1参照

合　　計



1-8-1-1
水処理施設定期整備補修

高所作業車運転単価表 高所作業車（作業床高9.9ｍ×積載荷重1,000kg）
運転1時間当たり

名　　　　称 摘　　　　要 単　位 数　量 単　価 金　額 備　　考

1 運転手(特殊) 人

2 燃料費 軽油 ℓ

3 機械損料 ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 ｈ 1

合　　計



1-9-1
水処理施設定期整備補修

点検費
ﾎﾟﾝﾌﾟ付受水槽

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 受水槽の点検(清掃及び消毒含む) 人

2 水質検査 12項目 式 1 1-9-1-1参照

合　　計



1-9-1-1
水処理施設定期整備補修

水質検査費 水質分析項目
1式

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 一般細菌 検体 1

2 大腸菌 検体 1

3 硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 検体 1

4 鉄及びその化合物(溶解性) 検体 1

5 塩化物イオン 検体 1

6 硬度 検体 1

7 有機物 検体 1

8 水素イオン濃度（pH） 検体 1

9 味 検体 1

10 臭気 検体 1

11 色度 検体 1

12 濁度 検体 1

合　　計



1-10-1
水処理施設定期整備補修

点検費
脱水し渣移送装置（CV150）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1
ｺﾝﾍﾞﾔの点検清掃(ﾃﾝｼｮﾝ調整及びﾛｰﾗｰ･ｼｬﾌﾄ計
測含む) 人

2 ﾃｰﾙ部及び立ち上がり部点検清掃 人

合　　計



1-11-1
水処理施設定期整備補修

補修費
高中濃度臭気ファン（F320）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

人

人

2 ﾐｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ及びﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ透明管の清掃 人

3 Vﾌﾟｰﾘｰの交換(ﾓｰﾀｰ側芯出し含む) 人

4 Vﾍﾞﾙﾄ初期伸び後の張り調整 人

合　　計

分解整備(部品交換及び点検清掃含む)1



1-11-2
水処理施設定期整備補修

材料費
高中濃度臭気ファン（F320）

名　称 仕 様 ・ 型 式 等 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 ｹｰｼﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ EPT 個 1

2 ﾗﾋﾞﾘﾝｽｼｰﾙ 個 1

3 ｶﾞｽ切りﾘﾝｸﾞ HTPVC 個 1

4 Vﾘﾝｸﾞ(F) V-45A　NBR 個 1

5 Vﾘﾝｸﾞ(R) V-32A　NBR 個 1

6 Oﾘﾝｸﾞ(F) S-90　NBR 個 1

7 Oﾘﾝｸﾞ(R) S-80　NBR 個 1

8 ﾌｧﾝ軸受(F) #6308　SUJ2 個 1

9 ﾌｧﾝ軸受(R) #6307　SUJ2 個 1

10 Vﾌﾟｰﾘｰ φ180 個 1

11 Vﾌﾟｰﾘｰ φ118 個 1

12 Vﾍﾞﾙﾄ A-62(赤ﾊﾞﾝﾄﾞｰ) 本 1

13 ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ PF1/2　Brass 個 1

14 ｵｲﾙ 日鉱日石　FBK RO32 L 0.16

15 ﾓｰﾀｰ軸受 6305ZZ 個 1

16 ﾓｰﾀｰ軸受 6307ZZ 個 1

17 軸受ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ 組 1

18 ﾅｯﾄｶﾊﾞｰ･座金 組 1

19 溝付ﾅｯﾄ・割ﾋﾟﾝ 組 1

20 ﾌﾚｷﾊﾟｯｷﾝ 式 1

21 雑材消耗品 式 1

合　　計



1-12-1
水処理施設定期整備補修

補修費
低濃度臭気ファン（F330）

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

人

人

2 ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ透明菅の清掃 人

3 Vﾌﾟｰﾘｰの交換(ﾓｰﾀｰ側芯出し含む) 人

4 Vﾍﾞﾙﾄ初期伸び後の張り調整 人

合　　計

1 分解整備(部品交換及び点検清掃含む)



1-12-2
水処理施設定期整備補修

材料費
低濃度臭気ファン（F330）

名　称 仕 様 ・ 型 式 等 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 ｹｰｼﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ EPT 個 1

2 ﾗﾋﾞﾘﾝｽｼｰﾙ 個 1

3 ｶﾞｽ切りﾘﾝｸﾞ HTPVC 個 1

4 Vﾘﾝｸﾞ(F) V-55A　NBR 個 1

5 Vﾘﾝｸﾞ(R) V-35A　NBR 個 1

6 Oﾘﾝｸﾞ(F) S-110　NBR 個 1

7 Oﾘﾝｸﾞ(R) S-90　NBR 個 1

8 ﾌｧﾝ軸受(F) #6310　SUJ2 個 1

9 ﾌｧﾝ軸受(R) #6308　SUJ2 個 1

10 Vﾌﾟｰﾘｰ φ280 個 1

11 Vﾌﾟｰﾘｰ φ140 個 1

12 Vﾍﾞﾙﾄ A-92(赤ﾊﾞﾝﾄﾞｰ) 本 3

13 ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞ PF3/4　Brass 個 1

14 ｵｲﾙ 日鉱日石　FBK RO32 L 0.25

15 ﾓｰﾀｰ軸受 6310ZZ 個 1

16 ﾓｰﾀｰ軸受 6208ZZ 個 1

17 軸受ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ 組 1

18 ﾅｯﾄｶﾊﾞｰ･座金 組 1

19 溝付ﾅｯﾄ・割ﾋﾟﾝ 組 1

20 ﾌﾚｷﾊﾟｯｷﾝ 式 1

21 雑材消耗品 式 1

合　　計



2-1
水処理施設定期整備補修

発生材処分費 発生材処分費
1式

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 金属くず処分費 式 1 2-1-1参照

2 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分費 式 1 2-1-2参照

3 建設汚泥処分費 式 1 2-1-3参照

合　　計



2-1-1
水処理施設定期整備補修

金属くず処分費 金属くず
　1式

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 発生材処分費(収集・運搬費別) 金属くず ｔ 0.443

2 収集･運搬受託料金 ４tﾀﾞﾝﾌﾟ車　片道概ね25km 回 1

合　　計



2-1-2
水処理施設定期整備補修

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
　1式

内　容 摘　要 単 位 数 量 単　価 金　額 備　考

1 発生材処分費(収集・運搬費別) 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｔ 0.009

2 収集･運搬受託料金 ４tﾀﾞﾝﾌﾟ車　片道概ね25km 回 1

合　　計



2-1-3
水処理施設定期整備補修 建設汚泥処分費

建設汚泥
1式

内　容 摘　要 単　位 数　量 単　価 金　額 備　　考

1 中間処理受託料金 建設汚泥 t 2.243

2 収集・運搬受託料金 4tﾊﾞｷｭｰﾑ車(片道おおむね25km) 日 1

合　　計


